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代表 菊地 雅洋

あかい花介護オフィス CEO

介護職員処遇改善
支援補助金について

岸田首相の自民党総裁就任会見での所信表明
演説（9/29）

公的価格の見直しを訴えてきた。看護師、介
護士、保育士の方々の給料は、仕事の大変さ
に比べて低いのではないか

こうした方々の給料は国で決められる。国が
率先して公的価格を適正に引き上げることを
考えたらどうか。それを呼び水として、民間
の給料の引き上げにも広げていくことができ
るのではないか
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介護職員処遇改善加算と同様の
加算が、介護予防・日常生活支
援総合事業においても該当市町
村にて設定されている場合は、
支援補助金交付率についても訪
問介護および通所介護と同様の
交付率となる。
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Q.厚労省介護保険最新情報Vol.1031「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A（令和4年1月31

日）」）(以下「Ｑ＆Ａ（R040131)」という。）問2では、「賃金改善対象期間は、原則、令和４年
２月分から９月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払わ
れる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる
取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」とある。

当法人の現行の処遇改善加算に対応する賃金改善の支払いは2か月遅れ（4月加算分については6月
給与にて支払）で対応している。令和4年2月・3月分補助金に対応する改善給与支払いは、現行の
処遇改善加算に合わせ、2月分は4月支給、3月分は5月支給で良いか。

A.賃金改善の支払い時期については、従来の処遇改善加算と同様、2か月遅れで良い。

Q.法人の給与規定によって給与の支払月がサービス提供月の二か月後である場合、令和４年２月分
の賃金改善額の支払いが令和４年４月となっても、当該補助金の要件を満たすことができるのか

A.法人の給与規定等に基づいて、２月、３月サービス提供分の賃金の支払いが４月以降となってい
る場合は、令和３年度中に賃金改善としての支払いが無くても構わない（一時金であっても同様）。

Q.令和４年２月分の給与を令和４年４月以降に支払うとき、介護職員処遇改善支援補助金計画書
(案）」（別紙様式２－１）の２④「補助金による賃金改善実施期間」に記入する開始月は、いつに
すれば良いのか？

A.補助金の交付対象期間に合わせ、「令和４年２月」を賃金改善実施期間の開始月としていただき
たい。

 現行の処遇改善加算の支給に合わせる形で2月分を4

月に給与に上乗せする形で毎月支給する分にはベー
スアップとされ、2/3以上部分に該当させられる

 就業規則等の変更を行い、3月の給与で2月分のベー
スアップ分を支払った場合、2月分は一時金となり、
3月分は毎月の支払われる給与となる

 3月に2・3月分をまとめて支給する際に、ベース
アップとしてではなく、一時金としての支給であれ
ば、両月支給分共に1/3の方に該当するとされる
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問1.令和４年２月分及び３月分について一時金で賃金改善を行った場
合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うこと
は可能か

（答）令和４年２月分及び３月分について一時金で賃金改善を行った
場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていな
いことのみの違いであるなど、同年４月分以降に行うベースアップ等
による賃金改善を見越した対応である場合には、２月分及び３月分の
一時金による賃金改善のうち、同年４月分から９月分までの間のベー
スアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃
金改善分に含めることとして差し支えない。

＜例＞

４月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円で
あって、２月分及び３月分の一時金による賃金改善が 18,000 円であ
る場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、
２か月分の 14,000 円（7,000 円×２）までとなる。
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特定加算のような
440万ルール、職種
ごとのグループ分け
による1/2未満ルー
ル等はありません

誰にいくら配分するかは、事業者の責任と判断で
決めることができます。

介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも
できます。その際、本事業が介護職員の処遇を改
善するために行うものであることを踏まえたうえ
で実施します

法人単位での支給を可能とし、例えば特養の補助
金を、併設通所介護の職員の支給に回すことは可
能。ただし居宅介護支援事業所等、補助金の交付
対象になっていない事業所の職員に支給すること
は認められません

介護報酬の月遅れ請求があった場合等は、当該請
求にかかわる補助金の支給を最大限２カ月対応す
ることとします
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全職種の職員均等配

分（対象外の事業所

は除く）, 8

全職種の職員均等配分（対象外の事業所

は持ち出しで対応）, 5

全職種の職員介護職に多く配分

（対象外の事業所は除く）, 3

介護職員のみで配分する, 3

全職種の職員介護職に

多く配分（対象外の事

業所は持ち出しで対

応）, 2

全職種の職員介護職以外に多く配分（対象外の事業所は

除く）, 1
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 やむを得ない事情により、令和４年２月分から賃金
改善を行っているにもかかわらず未報告であった場
合には、処遇改善計画書の提出時（４月15日提出期
限）に併せて報告を行ってください。

 公営の事業所・施設については、令和４年２月分か
らの賃金改善について、実際に引上げを行う条例改
正案等の議案を令和３年度内に議会に提出している
場合には、補助対象とします。詳細は【事務連絡】
介護職員処遇改善支援補助金に係る公営の事業所・
施設の取扱いについてをご覧ください。

（月額の賃金改善額
の総額）を記載する。

※個別の改善状況を
記載する必要はない
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毎月、必ず支払われるものであれば、額が変動しても可。
支払われない月が生じるものは認められない。

法人事務担当でも算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
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介護職員の給与月額が9.000円アップする
とされているが、その金額に達する介護職
員は実際にはかなり少ない

パート職員の、いわゆる130万円問題～扶
養が外れると、「第３号被保険者」ではな
くなるので、国民年金保険料の支払いをせ
ず済んだり、配偶者の健康保険制度を利用
できるというメリットがなくなる

補助金配分職種をどの範囲まで広げ、
どういう配分割合とするか

支給対象となっていない法人職員（居
宅介護支援事業所・訪問看護事業所・
訪問リハ事業所・福祉用具貸与etc.など
の職員）について、何もしなくてよい
のか



2022/3/20

14

 原則として2月から賃上げを実施していることを補助金の交
付要件とする。

 就業規則などの改正が間に合わない場合は、3月に、2月分も
含めた賃上げを実施することも可能とする

 補助額の3分の2以上はベースアップに使用すること

 ベースアップの範囲は基本給、あるいは毎月決まって支払う
手当とする

 介護職員とその他の職員のそれぞれについて、賃上げ額の3
分の2以上をベースアップに充てる必要がある

 2月、3月の賃上げに限り、就業規則の改正などに要する時間
も考慮し、一時金のみによる賃上げも認める

補助額は、a×b×c
（１円未満の端数切捨て）

a.１か月当たりの介護報酬総単位数（基本報酬サー
ビス費に加算減算を加えた単位数をいう。ただし、
過去に支払われた報酬の額に誤りがあったため、過
誤調整を実施した場合は、その過誤調整分を含む
（令和４年２月以前の過誤調整分は含まない））

b.1単位の単価

c.サービス別加算率
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 補助額に相当する介護職員等（その他の職員を含む）
の賃金（基本給・手当・賞与等（退職手当を除く。以
下同じ）を含む）の改善を実施しなければならない。

 賃金改善は、基本給・手当・賞与等のうち対象とする
賃金項目を特定したうえで実施するものとし、この場
合、特定した実施項目を含め、賃金水準を低下させて
はならない。また、令和４年10月以降においても、本
事業において講じた賃金水準を維持すること

 本事業による賃金改善については、介護報酬における
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加
算における賃金改善には含めないこととする
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補助金交付率と加算率の比較

補助金から加算に変更されるという意味
は、全額国庫負担から、介護給付費に変
わるという意味

プラス改定分は保険料のアップ（単純計
算で1月約70円）にもつながるし、加算
に対する利用者自己負担も生ずる

加算に変更になる前に、報酬算定の変更
同意が必要になる

補助金交付を受けられなかった事業者も、加算に変更に
なった後は、その要件に合致すれば加算算定できます
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 2024年度には介護報酬・診療報酬の同時改定
が控えており、本格的な効率化・適正化論議は、
それを待つ必要があることが確認された。

「介護報酬で対応すれば、被保険者（40歳以
上）、利用者、自治体、保険者などの負担増に
つながる」と複数の委員が指摘

「新たな処遇改善加算の検討とセットで、適正
化・効率化を検討するべき」（井上隆日本経
済団体連合会常務理事）

「処遇改善のために国民に過度な負担増が生じ
ることは望んでいない。介護サービス利用控え
つながらないように配慮する必要がある」（及
川ゆりこ（日本介護福祉士会会長）

 masaの介護福祉情報裏板（ブログ）

https://blog.livedoor.jp/masahero3/

介護・福祉情報掲示板（ネット掲示板）

https://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi

↑ご意見等はこちらにお寄せください。

https://blog.livedoor.jp/masahero3/
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi

